
 1 

伊佐市農業委員会４回総会議事録 

 

１．開催日時  平成 28年６月 29日（水）午前 9時 00分から 10時 40分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （32人） 

    会  長        15番委員 

  委  員 

     

1 番委員 8 番委員 1 番推進委員 11 番推進委員

2 番委員 9 番委員 3 番推進委員 12 番推進委員

3 番委員 10 番委員 4 番推進委員 13 番推進委員

4 番委員 11 番委員 5 番推進委員 15 番推進委員

5 番委員 12 番委員 6 番推進委員 17 番推進委員

6 番委員 13 番委員 7 番推進委員 18 番推進委員

7 番委員 14 番委員 8 番推進委員 19 番推進委員

9 番推進委員 20 番推進委員

10 番推進委員

     

４．欠席委員  （3人）2番推進委員、14番推進委員、16番推進委員 

      

５．議事日程 

  第１ 会議録署名委員の指名  ７番委員    ８番委員  

               

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定について 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・編

入）申出の意見決定について 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見聴取決定並

びに許可について 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決定並

びに許可について 

議案第６号「非農地証明願」について 

 

６．農業委員会事務局職員 

     事 務 局 長     農地振興係長    

     農地振興係書記    農地振興係書記   
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【開始時間  午前９時００分】 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

おはようございます。今より、平成２８年度第４回農業委員会総会を

開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

 

 皆様おはようございます。 

 今、伊佐地方の方に大雨洪水注意報が発令されております。解除され、

また発令されという状況で、もう長く大雨の被害にあっているわけです

が、農作物・農地に被害が無いことを願っております。 

本日の出席人員は１５人で、規定に達しておりますので、総会は成立

いたします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。７番農業委員と８番農業

委員に、お願いいたします。 

ただいまより総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告１号農地法第１８条第６項の

規定よる通知をお願いします。 

 

報告 農地法第１８条第６項の規定による通知につきまして報告い

たします。 

資料の１ページから４ページになります。 

農業経営基盤強化促進法による利用権設定の合意解約が１５件、農地

法第３条による合意解約が１件ありました。なお整理番号１４番につい

ては取り下げの申し出が出されております。以上ご報告申し上げます。 

 

報告が終りました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いしま

す。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、ただいまから議案の審議にはいります。 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決

定について議題といたします。  
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局の報告を求めます。 

 

 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決

定のうち所有権移転につきましてご説明いたします。 

 ５ページをお開きください。 

 整理番号１番につきまして、譲り渡し人は伊佐市大口大田にお住まい

のＳＴさんです。譲り受人は伊佐市大口山野にお住まいのＴＩさんです。

土地の所在地は、大口山野字中村２７７８番１、他１筆です。地目は田、

面積は３，３３２㎡で所有権移転であります。 

 続きまして、利用権設定について説明いたします。１２ページの総括

表をお開き下さい。期間は１年から１０年で、面積は田７８，６７６㎡、

畑１５，２８５㎡の合計９３，９６１㎡です。利用権の設定をする者の

数２８人、設定を受ける者の数２２人です。土地の明細につきましては

６ページから１１ページの整理番号１番から２８番の通りです。皆様方

のご審議方よろしくお願いいたします。 

 

只今事務局の報告が終わりました。 

 委員の皆さんご意見、質疑はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、お諮りいたします。 

議案第 1号、事務局の報告のとおり決定することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号 農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係

る意見については、決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定につい

て提案します。 

整理番号１番について、担当推進委員の調査報告を求めます。 

１１番推進委員。 
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1 1 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１ ３ 番 

推 進 委 員 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち

整理番号１番について去る６月２４日、３番委員・１１番で共同調査を

いたしましたので、私１１番が報告いたします。 

 申請人・ＨＭさんは伊佐市大口堂崎に居住され、自治会は堂崎です。

年齢は５８歳です。渡し人・ＨＥさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、

自治会は比良で年齢は８０歳です。 

 申請地は伊佐市大口曽木字鐙ケ原２１５３番７で、地目は田、地積は

２，０６２㎡で所有権移転売買です。 

受人の耕作面積は１５，４３７㎡で取得可能面積です。農業従事者は

３名で通作距離は約５０ｍです。Ｈさんは堂崎にお住まいですが、実家

の方にお父さんがお住まいで、現在はお父さんを中心に耕作されており

ますが、会社を定年後は農業に専念される為に規模拡大されるとのこと

です。Ｈさんは経営意欲はあり、農機具等も完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、字図が添付されております。委員の皆様方のご審議方をよろし

くお願いいたしまして報告を終わります。 

 

１１番推進委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・

質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号１番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、許可が決定しました。 

 

整理番号２番について、担当推進委員の調査報告を求めます。 

１３番推進委員。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号２番について、去る２４日６番推進委員と一緒に現地調査をい

たしましたので１３番が報告をいたします。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

４ 番 

申請人で受人・ＭＳさんは伊佐市大口元町に居住、年齢は５９歳で自

治会は上元町です。譲渡し人のＭＨさんは伊佐市大口里に居住、年齢は

８６歳です。自治会は下元町です。 

申請地は大口里字川面６０２、地目は田、地積は６２９㎡、総合グラ

ンドより東側約２００ｍにあります。次に、大口鳥巣字辻１３１２、地

目は田、地積は１，９９０㎡、大口鳥巣字辻１３１３番１、地目は田、

地積は１００㎡、この２筆は総合グランドより西側約３００ｍにありま

す。大口里字上牟田１６８０、地目は田、地積は１，７４２㎡、スーパ

ータイヨーより南側約３００ｍにあります。合計４筆です。田植え等も

終わっている田もありました。 

受人は新規就農者であり、経営面積は４，４６１㎡であり取得可能面

積であります。また経営意欲もあり農機具等についてはリース等を借り

て作業しています。 

所有権移転贈与と書いてありますが、贈与でなく売買であるというこ

とで、訂正をお願いします。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付資料として全部事項

証明書、営農計画書、委任状等が添付されています。委員の皆様方のご

審議方をよろしくお願いいたしまして私の報告を終わります。 

 

１３番推進委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・

質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号２番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、許可が決定しました。 

 

整理番号３番について、担当推進委員の調査報告を求めます。 

４番推進委員。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち
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推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

９ 番 

推 進 委 員 

 

整理番号３番につきまして去る６月２４日に現地調査を行いましたので

推進委員の４番が報告いたします。 

申請人のＫＭさんは伊佐市大口目丸に居住され、自治会は下目丸で年

齢は５９歳です。渡し人のＩＹさんは伊佐市大口青木に居住され、自治

会は新青木で年齢は８２歳です。 

申請地は伊佐市大口青木字ヲロノロ２４６９番４、地目は畑、地積は

６５７㎡です。場所は青木の上の方に屯田池がありますが、それから北

へ５００ｍくらいに位置し、住宅の上の畑になります。 

受人の経営面積は２，８５６㎡でありますが、今回を入れますと取得

可能面積であります。農業従事者は２名で、通作距離は現在３㎞で、現

況はよく管理された畑です。申請人のＫさんは現在、下目丸に居住され

ていますが、実家のお父さんの体の調子が悪く近いうちに新青木に帰る

とのことであります。なお、農機具等は全て青木の倉庫に保管してあり

ます。経営意欲は十分あり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、字図等が添付してあります。委員の皆様方のご審議方をよろし

くお願いいたしまして私の報告を終わります。 

 

４番推進委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質

問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号３番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。よって整理番号３番は許可が決定しました。 

 

整理番号４番について、担当推進委員の調査報告を求めます。 

９番推進委員。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち

整理番号４番について、去る６月２４日に１８番委員・私９番と申請人

のＨＴさん立会いのもと、現地調査を行いましたので、９番が報告いた



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１ ７ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

します。 

申請人・ＨＴさんは伊佐市大口白木に居住され、自治会は白木で、年

齢は６５歳です。渡し人・ＩＴさんは兵庫県高砂市米田町に居住され、

年齢は７４歳です。 

申請地は、伊佐市大口鳥巣字豆付１４６３番１で地目は田、地積は１，

０１６㎡で売買であります。 

受人の経営面積は４６，５１１㎡で取得可能面積であります。通作距

離は２㎞内に入り、よく管理された農地でした。経営意欲はあり、農機

具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、字図等が添付してあります。委員の皆様のご審議方よろしくお

願いします。終わります。 

 

９番推進委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質

問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号４番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 

よって整理番号４番は、許可が決定しました。 

 

整理番号５番について、担当推進委員の調査報告を求めます。 

１７番推進委員。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号５番につきまして去る２４日、１７番推進委員が調査いたしま

したので報告をいたします。 

受人・ＫＫさんは伊佐市大口下殿に居住され、自治会は駅前で年齢は

４３歳です。渡し人・ＮＮ子さんは伊佐市大口青木に居住され、自治会

は上青木西で年齢は６９歳であります。 

申請地は伊佐市大口大島字池ノ頭８６５番５で地目は畑、地積は１，
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１ ８ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

７１２㎡で売買による取得であります。 

受人の経営面積は３，３５０㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は８００ｍくらいで、現況は更地ですぐ耕作でき

る状態でした。場所的には大島のファミリーマートがありますが、その

信号を挟んで、そこのところを現在、宅地を建設されております。丁度、

鉄筋を打ってるところでありましたが、その前にあたり子供たちもたく

さんおりまして、やがてはそこに小菜園で唐芋でも植えて耕作をしたい

という事でありました。経営意欲はありまして、農機具等も完備されて

おります。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。添付書類として全部事

項証明書、字図等が添付されております。皆様方のご審議方をお願いい

たしまして報告を終わります。 

 

１７番推進委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・

質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号５番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、許可が決定しました。 

 

整理番号６番について、担当推進委員の調査報告を求めます。 

１８番推進委員。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号６番について、推進委員１８番が６月２４日現地調査を実施し

ましたので、調査結果を報告します。 

譲受人・ＴＹさん３１歳は伊佐市大口里、東戸切に居住され、会社勤

務と農業を兼業されています。渡し人・ＧＦさんは７９歳で、伊佐市大

口下殿に居住され無職です。 

申請地は、大口宮人字二反田１０７３番１他３筆で、大口リサイクル
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１ 番 

推 進 委 員 

 

 

プラザの出口から２００ｍくらい南のくだった所に田があります。面積

は合計２，６６０㎡で他に経営面積は１，４９３㎡、湧水町で耕作され

ており、耕作証明書が添付されております。農作業従事者は申請者夫婦

と両親の４人です。耕作面積は今回拡大される面積も合わせて合計４，

１５７㎡になります。法律関係は売買による所有権移転です。申請時の

現況は良く管理された水田です。２年前から申請者が耕作しているとの

ことでした。今年もすでに一部は田植えが終わっており、残りも準備が

終了していました。ＧＦさんと受人の母・Ｔさんは姉妹です。農機具は

トラクター、コンバイン、田植え機、耕運機を所有されています。申請

地は自宅から９㎞のところにあり、湧水までも作業されていますので問

題はありません。 

受人のＹさんは規模拡大という申請であり、耕作意欲はあり、以上の

ような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思

われますので、許可相当と思われます。添付書類として全部事項証明書

１通、湧水町農業委員会耕作証明書が添付してあり、以上で調査報告を

終わります。委員の皆様の審議をよろしくお願いします。 

 

１８番推進委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・

質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号６番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、許可が決定しました。 

 

整理番号７番について、担当推進委員の調査報告を求めます。 

１番推進委員。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号７番について去る６月２４日、１０番推進委員、譲受人である

ＫＯさんと３人で現地調査を行いましたので、推進委員１番が報告をさ

せていただきます。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

１ ９ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

申請人・ＫＯさんは伊佐市大口原田に居住され、自治会は西原です。

譲渡人・ＴＲさんは伊佐市大口原田に居住され、自治会は永尾でござい

ます。申請地は伊佐市大口原田字満田原１６１番２であり、地目は畑、

地積は４１９㎡であり、また譲渡人の希望とこれまで耕作している売買

物件であります。 

受人の経営面積は、５２，１６０㎡で取得可能面積であります。農地

従事者は２名で通作距離は約２００ｍで、現況は良く管理された畑です。

経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。添付書類として全部事

項証明書、字図等が添付してあります。委員の皆様方のご審議方をよろ

しくお願いいたしまして報告を終わります。 

 

１番推進委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質

問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号７番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は、許可が決定しました。 

 

整理番号８番・９番についは譲受け人が同一ですので一括して担当推

進委員の調査報告を求めます。 

１９番推進委員。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号８番について去る６月２４日に１２番委員と私１９番委員で受

人・ＴＳさんの立合いにより現地調査を行いましたので１９番が報告い

たします。 

申請人・ＴＳさんは伊佐市菱刈川北に居住され、自治会は川北宇都で、

年齢は６５歳です。渡し人・ＴＫさんは、宮崎県都城市立野町に居住さ

れています。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

申請地は伊佐市菱刈川北字上ノ原２４７４番１、２４７４番４で、湯

之尾小学校から東側に１０ｍの位置で、地目は畑、地積は２筆の合計で

８７６㎡、所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は５，７５１㎡で、取得可能面積であります。農機具

等も持っていらっしゃいます。農業従事者は３名で、通作距離は約５０

０ｍで、現況は畑で、ＴＳさんが管理をされています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。添付書類として全部事

項証明書、字図等が添付してあります。委員の皆様方のご審議方をよろ

しくお願いして、私の報告を終わります。 

 

続きまして、議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係

る決定のうち、整理番号９番について去る６月２４日に１２番委員と私

１９番で受人・ＴＳさんの立合いにより現地調査を行いましたので１９

番が報告いたします。 

申請人・ＴＳさんは伊佐市菱刈川北に居住され、自治会は川北宇都で、

年齢は６５歳です。渡し人・ＫＡさんは、神奈川県横須賀市本町に居住

されています。 

申請地は伊佐市菱刈川北字上ノ原２４７４番５で、湯之尾小学校から

東側に１０ｍの位置で、地目は畑、地積は４０１㎡で、所有権移転贈与

であります。 

受人の経営面積は５，７５１㎡で、取得可能面積であります。農機具

等も持っていらっしゃいます。農業従事者は３名で、通作距離は約５０

０ｍで、現況は畑で、ＴＳさんが管理をされています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。添付書類として全部事

項証明書、字図等が添付してあります。委員の皆様方のご審議方をよろ

しくお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

１９番推進委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・

質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号８番・９番について、許可することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 
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議 長 

 

 

 

１ ５ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号８番・９番は、許可が決定しました。 

 

整理番号１０番・１１番についは譲受け人が同一ですので一括して担

当推進委員の調査報告を求めます。 

１５番推進委員。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号１０番について去る６月２４日現地調査をし、２５日申請人へ

の聞き取り調査をいたしましたので、私推進委員１５番が報告いたしま

す。また整理番号１１番についても申請人で受人が同一でありますので

一括して報告を行いたいと思います。 

整理番号１０番について申請人で受人のＨＦさんは伊佐市大口牛尾に

居住、自治会は鉱業所、年齢は７８歳です。譲渡し人のＩＴさんは大阪

市東成区大今里南に居住、申請地は伊佐市大口牛尾字諏訪後１７３７番

２１、地目は田、地積は７１５㎡、申請地は申請人の自宅より北へ約５

００ｍに位置し、現況は田です。 

整理番号１１番について、譲受人はＨＦさんで、譲渡し人のＫＫさん

は東京都調布市仙川町に居住、申請地は伊佐市大口牛尾字諏訪後１７３

７番３、地目は田、地積は７１７㎡、申請地は申請人の自宅より約北へ

５００ｍ、現況はいずれも申請人が現在耕作されております。申請理由

はいずれも相手方の要望による所有権移転売買であり、受人の経営面積

は２１５，８８０㎡で、取得可能面積であります。また、申請人におい

ては現在息子さんも経営に参加されており、規模拡大ということで意欲

もあり、農機具等も揃っております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。添付書類として全部事

項証明書、航空写真による現地図等が添付されております。委員の皆様

方のご審議をお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

１５番推進委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・

質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 
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議 長 

 

 

８ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

整理番号１０番・１１番について、許可することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１０番・１１番は、許可が決定しました。 

 

整理番号１２番について、担当推進委員の調査報告を求めます。 

８番推進委員。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定。整理

番号１２番について、去る６月２４日１０時半より本人さんが立会いの

もと、推進委員８番が報告をいたします。 

受人・申請人がＯＫさん、伊佐市大口大田に居住され、自治会・高柳。

７７歳。渡し人はＫＦさん、大阪市東淀川区東淡路に居住。 

申請地は、大口大田字竹下１３３１番２、田で４４９㎡です。大田        

の８０ｍ裏側で、東側は農道で、周りは水田に囲まれていて現況はよく  

管理されていました。また、現在の耕作面積は９，４４３㎡で取得可能

面積です。本人の意向により規模拡大に所有権移転売買よるものであり

ます。家族構成は２世帯居住で耕作意欲は規模拡大にむけ取り組んでお

られております。      

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当

しないと思われますので許可相当と思われます。添付書類は農地法第３

条の規定による許可申請と全部事項証明書が添付されております。以上

により委員の方々のご審議をお願いいたします。 

 

８番推進委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質

問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号１２番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

７ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

全員挙手。 

よって整理番号１２番は、許可が決定しました。 

 

整理番号１３番について、担当推進委員の調査報告を求めます。 

７番推進委員。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号１３番について、推進委員５番と７番、組合員・ＭＡさん立会

いのもと、現地調査をしましたので７番が報告をいたします。 

申請人、受人・農事組合法人Ｓ、住所・伊佐市菱刈市山。渡し人・Ｋ

Ｆさんは、伊佐市菱刈市山に居住され、自治会は下市山で、年齢は８４

歳です。 

申請地は伊佐市菱刈市山字皮田６０５番地１、地目は畑で、面積は１，

０１４㎡で所有権売買であります。場所は旧北さつま農協北部支所より

北８００ｍに位置しております。受人の経営面積は、２３７，００７㎡

で取得可能面積であります。農業従事者は８名で、現在は農事組合法人 

Ｓさんが耕作しており、よく管理された農地です。経営意欲はあり、農

機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。添付書類として全部事

項証明書、字図、農事組合法人 Ｓの定款等が添付してあります。委員の

皆様方のご審議方をよろしくお願いしまして、私の報告を終わります。 

 

７番推進委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質

問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号１３番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１３番は、許可が決定しました。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定につい
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議 長 

 

 

 

 

９ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

て、申請件数１３件について、１３件の許可が決定しました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・

編入）申出の意見決定について。 

整理番号１番について、担当推進委員の報告を求めます。 

９番推進委員。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更（除外）申出の意見決

定の内、整理番号１番について、６月２４日申請人のＮＴさんの代理人、

行政書士・ＴＲさんの立会いのもと、１番委員、私９番委員の３人で共

同調査をしましたので、９番が報告いたします。 

申請人は伊佐市大口小木原にお住まいのＮＴさん６１歳であります。

申請地の所在地は伊佐市大口小木原字端山下６８８番１８３、地目は畑、

地積は９９５㎡、十曽池から南に５００ｍくらいの位置にあります。現

況は畑であります。周囲の状況は、東側・山林、北側・宅地、西側・農

道を挟んで山林、南側・畑で、除外後、資材置き場にしようと計画され

ています。 

この申請は具体的な転用計画があり、周囲は東西南北・農地宅地で農

地・宅地・山林ですが、農用地区域外周部のため除外することで農地の

集団化、農作業の効率への影響等ないものと思われます。 

以上のような理由により、除外は妥当であると判断いたしました。添

付書類として、全部事項証明書、委任状、地籍図等が提出されておりま

す。調査の結果、この申請について２名の調査員の意見において適切と

判断しましたが委員の皆様のご審議方よろしくお願いいたします。終わ

ります。 

 

９番推進委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質

問はございませんか。 

 

（挙手） 

 

はい。７番委員。 

 

総会資料の申請者の方の住所は間違いですか？ 

地番と一緒なんですけども。 
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議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

１ ８ 番 

（挙手） 

 

 

事務局の説明をお願いします。 

 

この農振除外については、土地の所有者でなくても申請ができるもの

ですから、今回の記入に関しては１番農業委員さんがおっしゃたように、

ＹＨさんが所有者です。この地番を出すのにＹＨさんを出さないと地番

を引っぱってこないものですから、ＮＴさんという方が後々資材置き場

で転用をかける方になるんですけど、ＮＴさんが農振除外の申請者にな

ります。氏名は替えたんですけど、住所はそのまま所有者のＹさんの住

所になっていましたので、訂正をお願いします。 

 

他にございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号１番について、意見を決定することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見並びに許可が決定しました。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・

編入）申し出の意見決定について、申請件数１件について、意見の決定

１件が決定しました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可について。 

整理番号１番について担当推進委員の報告を求めます。 

１８番推進委員。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見決定並
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推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

８ 番 

推 進 委 員 

 

びに許可についてのうち、整理番号１番について６月２４日推進委員１

７番、１８番、農業委員３番の３人と申請人・Ｔさんの長男の立会いの

もと、調査をしましたので１８番が報告します。 

申請人・ＴＹさんは伊佐市大口下殿に居住され、申請地・大口下殿字

湯ノ谷７１６番６１、地目は畑で、面積が２，３８８㎡です。農地区分

は２種農地で、その他の農地です。転用目的は山林で杉の植林です。申

請地は湯ノ谷集落の西側に接する位置にあり、伊佐森林組合の西側約２

００ｍに位置しています。申請地の現況は４０数年前より山林として利

用しており、杉山でした。国土調査において地目変更は終了していると

思っていましたが、今回、公図・全部事項証明書において地目が畑であ

り、転用せずして林・山林として利用している事が判明しましたので、

始末書添付での申請により追認許可を得ようとするものです。 

以上の調査結果により３人で協議した結果、追認許可はやむを得ない

と判断しました。添付書類として全部事項証明書、字図、事業計画書、

被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、始末書、転用に関する誓約

書が添付されています。委員の皆さんの審議方をよろしくお願いして報

告を終わります。 

 

１８番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号１番について、意見の決定並びに許可に賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見の決定並びに許可が決定しました。 

 

整理番号２番について、担当推進委員の報告を求めます。 

８番推進委員。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可についてのうち、整理番号２番について去る６月２４日、

９時半より現地にてＯ司法書士他１名、Ｋ土地家屋調査士、９番農業委
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

員、２０番推進委員、事務局のＫさん、６名で現地調査をし、８番が報

告いたします。 

申請人がＫＴさん、５４歳。自治会は上八坂で、申請地は大口原田字

長尾１９４番２、一般住宅の中に畑地として残っている事案です。農用

地区域外であり、２種農地、都市計画区域外であります 。娘さんが居

住する予定で調査したところ、今回住宅の１部がそのままであったので

申請されたようです。また伊佐市農林高校の約１５０ｍ北側で、東側は

市道、西側は田であります。書類は農地法第４条の規定による許可申請

書、全部事項証明書、被害防除に関する誓約書、被害防除計画書、汚排

水処理確約書、始末書、転用に関する誓約書であります。 

以上により、委員の方々のご審議をお願いします。 

 

 

８番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号２番について、意見の決定並びに許可に賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見の決定並びに許可が決定しました。 

 

議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可決定について、申請件数２件については、意見の決定並びに許可

２件が決定しました。 

  

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可について。 

整理番号１番について、担当推進委員の報告を求めます。 

１５番推進委員。 
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１ ５ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可の整理番号１番について、去る６月２４日申請人の代理人

で行政書士のＴＲさん立会いのもと、農業委員の５番委員と私推進委員

１５番と推進委員７番委員で現地調査を行いましたので報告いたしま

す。 

申請人で借受人は、ＹＴさん６７歳。伊佐市大口下殿に居住、自治会

は駅前。貸渡し人は、ＹＲさん６４歳。伊佐市大口篠原に居住、自治会

は戸切。 

申請地は伊佐市大口篠原字大道６８８番６で地目は田、地積は１７㎡

と、同じく伊佐市大口篠原字大道６９１番３で地目は田、地積は４０８

㎡の２筆で、合計面積が４２５㎡であります。 

本申請の転用目的は、使用貸借権設定により借人のＹさんが資材置き

場として利用されるため、貸人のＹさんが自己資金により埋立て・整備

されるものであります。 

申請地は伊佐市大口中央中学校、南約５００ｍに位置し、現況は地盤

が弱く、トラクターなどの作業が困難な為、現在は荒らさないよう管理

だけされております。 

農地区分は第１種農地となっておりますが、近年周りに一般住宅が建

ち並び、集落接続地となっております。申請地の東は田、南は一般住宅、

西は住宅跡地、北は市道となっており、周囲に与える影響はないものと

思われます。 

添付資料といたしまして、土地の全部事項証明書、資金証明書、事業

計画書、位置図、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関

する誓約書、土地使用貸借権契約書、行政書士Ｔさんへの委任状などが

添付してあります。 

以上のようなことから農地法上問題ないのではないかと思われまし

た。皆様方のご審議をお願いいたしまして、報告を終わります。 

 

１５番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、意見決定並びに許可することに賛成の農業委

員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

１ ２ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見並びに許可が決定しました。 

 

整理番号２番について、担当推進委員の報告を求めます。 

１２番推進委員。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可について、整理番号２番について１２番が報告いたします。 

調査日は、去る６月２４日です。農業委員の６番、推進委員の１０番、

１２番の３名で調査いたしました。 

渡し人住所・伊佐市菱刈川南にお住まいです。氏名はＭＴさん６５歳、

自治会は荒瀬、立会人もご本人のＴさんでした。受人の住所・親子です

から同じくです。お名前はＭＴさん３５歳、後継者です。 

申請地住所・菱刈川南字堂山５８８番２、１，８３９㎡です。川南字

荒瀬６３８番４、畑、１，０２６㎡です。２筆合計２，８６５㎡です。

所有権移転贈与です。転用目的は、牛舎及び牛の運動場です。農用地区

域外、都市計画区域外です。 

所在地は、築地橋より南東へ８００ｍくらいで亀甲温泉より南へ１２

０ｍくらいのところです。東は山林・宅地、西は田、南は田、田側は竹

林の畑です。その周辺はＭさんの所有地です。 

添付書類は、全部事項証明書、始末書、立面図、断面図、平面図、被

害防除計画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関

する誓約書、土地改良の意見書、必要書類は全て揃っております。なお、

始末書は平成４年８月頃に建設されたとのことです。３名で協議いたし

まして周囲に及ぼす影響はないものと思われますので、委員の皆様方の

ご審議をよろしくお願いいたします。以上私の報告を終わります。 

 

１２番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、意見決定並びに許可することに賛成の農業委

員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

４ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見並びに許可が決定しました。 

 

整理番号３番について、担当推進委員の報告を求めます。 

４番推進委員。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可について、整理番号３番につきまして去る６月２４日、農

業委員７番委員と、推進委員４番委員の２人で共同調査をいたしました

ので、私４番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口針持にお住まいのＫＫさん４８歳、自治会は馬

場です。譲渡し人は大阪市東成区大今里西に居住されるＨＦさん６８歳

です。 

 申請地の所在地は、伊佐市大口小木原字小松ノ元４１６番１６で、地

目は畑、地積は９２６㎡であります。本申請は、所有権移転贈与になり

ます。申請人とＨさんとは、叔父さんと甥の関係であります。農地区分

は第２種農地となっております。所在地は、郡山八幡神社から５００ｍ

くらい水俣方面に走りますとラーメン店があります。その前の畑地でご

ざいます。道路から１００ｍくらい入ったところでございます。南側は

畑で、東側・畑、北側は水田、西側は住宅となっており、周囲に与える

影響はないと思われます。なお、現地は定期的に本城の方がトラクター

で耕耘されており、よく整備されている耕作地であります。なお、この

場所に太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数１９２枚、パネル設置総

面積５５０㎡、年間発電量４，９９２ｋｗを予定しております。 

なお、添付書類としまして、字図をはじめとし、この申請に必要な全

ての書類が揃っており、調査の結果、この申請については私と農業委員

７番の調査委員において適切であると判断いたしましたが、委員の皆様

方のご審議方をよろしくお願いいたしまして報告を終わります。 

 

４番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、意見決定並びに許可することに賛成の農業委

員の挙手を求めます。 
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議 長 

 

 

１ ７ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、意見並びに許可が決定しました。 

 

整理番号４番について、担当推進委員の報告を求めます。 

１７番推進委員。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可についてのうち、整理番号４番につきまして、去る２４日

調査をいたしました。 

ＧＦさんとＴＹさんですが、３条申請の中で整理番号６番でも出てき

ておりまして、ＧＦさんも高齢のために、手放されるという事でござい

ます。 

整理番号４番につきまして去る６月２４日、申請人・ＴＹさんの親夫

婦立会いのもと、農業委員３番と推進委員１８番と１７番で共同調査を

しましたので、１７番が報告をいたします。 

譲受人・ＴＹさんは伊佐市大口里に居住され、自治会は東戸切であり

ます。この申請は所有権移転売買で、転用目的は山林にしたいとのこと

であります。譲渡し人と譲受人・ＴＹさんの母は姉妹であります。 

申請地の所在地は伊佐市大口宮人字新開原９６７番１で地目は畑、地

積は１，５９１㎡でありますが、半分ほどは昭和５５年頃に杉・ひのき

を植えたとのことで立派な山になっておりました。今回残りを植林した

いとのことであります。農地区分は２種農地となっており、申請地の所

在地は、大口リサイクルプラザから東に約１㎞のところに位置し、南側

は農面道路、東側と北側は山林、西は畑となっており、周囲に与える影

響はないと思われます。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、字図、被害防除計画書、誓

約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約書、始末書等が添付されて

おります。調査の結果、この申請について３名の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をお願いいたしまし

て報告を終わります。 

 

１７番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

２ ０ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、意見決定並びに許可することに賛成の農業委

員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、意見並びに許可が決定しました。 

 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可決定について、申請４件のうち、許可４件が決定しました。 

 

 

―――――――― 議案第６号 ―――――――― 

 

議案第６号 非農地証明願について、提案します。 

整理番号１番について、担当推進委員の報告を求めます。 

２０番推進委員。 

 

議案第６号 非農地証明願について、整理番号１番につきまして去る

６月２４日、申請人・鹿児島市桜ケ丘にお住まいのＮＹさんですが、立

会人は事務局のＫさんのもとで、８番委員と９番委員と私２０番委員の

３人で共同調査をいたしましたので、２０番委員が報告いたします。 

申請人は鹿児島市桜ケ丘、土地の所在地は大口原田字下埼１０番６、

地目は田、面積は１３９㎡であります。周囲の状況は、西側に河川、東

側に国道、伊佐農林高校から５０ｍ、前にイセキ農機があり、南側に住

宅があります。昭和５７年頃、河川改修工事があり、分筆され農地とし

ての機能がなくなった、農地への復旧は困難であると、３人の調査員と

も判断いたしました。 

添付資料としまして、全部事項証明書、位置図、委任状、字図等が添

付されてあります。委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

して、私の報告といたします。 

 

２０番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１ ０ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号１番について、非農地として証明することに賛成の農業委員

の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、非農地証明が決定しました。 

 

整理番号２番について、担当推進委員の報告を求めます。 

１０番推進委員。 

 

議案第６号 非農地証明願のうち、整理番号２番につきまして、農業

委員６番、推進委員１２番、私１０番、３人で共同調査をいたしました

ので１０番が報告をいたします。 

申請人は、伊佐市菱刈川北にお住まいのＯＨさんでございます。場所

は菱刈川北字前田２３８６番３で、地目は田で６３㎡でございます。調

査内容につきまして具体的に報告を申し上げます。周囲の状況は、菱刈

パークゴルフ場より道路を挟んで東側に位置しておりまして、東側が雑

木林、西側が県道、南側が竹林、北側が住宅入口道路となっております。

非農地となった時期は昭和５０年の５月３０日頃であるということで

す。非農地となった原因でございますが、水管理に不便であり、耕作を

放棄したということでございます。申請地の現況でございますが、耕作

が放棄されておりまして、現在は荒地になっております。 

調査結果でございますが、農地性は失っておりまして、復旧困難であ

ると判断を３人でいたしまして、この非農地証明願については妥当とい

う結論にいたりました。 

なお、添付書類といたしまして、全部事項証明書、字図、委任状が添

付されております。農業委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

しまして、以上で私の報告を終わります。 

 

１０番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 
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議 長 

 

 

６ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

整理番号２番について、非農地として証明することに賛成の農業委員

の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、非農地証明願が決定しました。 

 

整理番号３番について、担当推進委員の報告を求めます。 

６番推進委員。 

 

議案第６号 非農地証明願のうち、整理番号３番について、６月２４

日に推進委員１３番、農業委員４番、と私６番が調査しましたので６番

が報告をいたします。 

申請人のＪＭさんは鹿児島市城山町に居住されております。所在地は

大口目丸４０９番４、畑２８４㎡、申請理由は昭和５７年頃、北側に一

般住宅を建築した際、進入路及び庭として整備してしまったとのことで

す。ご両親が２人ともなくなり、初めてわかったということで、今回非

農地証明願を出されました。南と東側は住宅、西側は市道、北側は山で、

周囲に及ぼす影響はないと３人で協議した結果、やむを得ないと判断し

ました。ご審議方よろしくお願いいたします。以上で終わります。 

 

６番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号３番について、非農地として証明することに賛成の農業委員

の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、非農地証明が決定しました。 

 

整理番号４番について、担当推進委員の報告を求めます。 

７番推進委員。 
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７ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

議案第６号 非農地証明願の整理番号４番について、農業委員５番、

推進委員１５番、私７番、と本人・ＫＦさんのお母さん立会いのもと、

調査をしましたので７番が報告をいたします。 

申請人・ＫＦさんは伊佐市大口里、申請地は伊佐市大口青木字飛松迫

尻１８６２番６、地目は田で、面積は５２６㎡です。申請理由は、周囲

が山林の為、日照条件が悪く耕作できなかった。場所は新青木の池より

下流５００ｍに位置しております。周囲の状況は、東側が山林、西側が

山林、南側が山林、北側が水田となっております。非農地となった時期

は、お父さんが昭和３７年頃より体調不良、昭和３９年に亡くなられた

後、約５０年あまり労働力不足の為、管理ができなくなり申請地の現況

は全部が山林となっています。 

よって現地調査の結果、農地の属性は喪失していて農地への復旧は困

難であると３名で判断いたしました。添付書類として、全部事項証明書、

字図が添付してあります。委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしま

して私の報告を終わります。 

 

７番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号４番について、非農地として証明することに賛成の農業委員

の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、非農地証明が決定しました。 

 

議案第６号 非農地証明願は、４件申請のうち、４件の証明許可が決

定しました。 

 

その他。事務局お願いします。 

 

月例報告をします。総会資料の最終３１ページをご覧ください。６月

の月例報告です。 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

 

伊佐市農業委員会 

会     長     会   長      

伊佐市農業委員     ７番委員                         

伊佐市農業委員     ８番委員      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

去る７日に、６月の定例常設審議委員会が鹿児島市の方でありまし

た。それから去る２４日現地調査・一斉調査をしております。２９日の

本日が第４回の農業委員会の総会です。 

７月の行事予定ですが、５日が７月の定例常設審議委員会が鹿児島市

の方であります。２５日が現地調査・一斉調査になります。２８日が第

５回の農業委員会の総会ということになります。 

月例報告は以上です。 

 

 

これで、平成２８年度 第４回農業委員会総会を終わります。 

 

姿勢を正してください。  

一同礼。 

おつかれ様でした。 

 

【終了時間  午前１０ 時４０分】 

 

 

  


